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現代社会は､ ストレス社会であると言われ久
しい｡ 2010年国民生活基礎調査１)によると､ 12
歳以上の者で日常生活での悩みやストレスがあ
ると答えた割合は､ 46.5％となっている｡ すな
わち､ 国民の半数が何らかの悩みやストレスを
抱き生活をしている現状があり､ 我が国におけ
るメンタルヘルスの問題は深刻化してきている
といえるだろう｡ 薬物の乱用､ 自殺や自傷行為､
不登校や社会的引きこもり､ および依存や嗜癖
といった問題は､ 社会において注目されており､
政府によってそれぞれに取り組みがなされてい
る｡２)～５)

このような社会で注目される現象の背景には､
現状から逃避する人々の心理が隠されているこ
とが示されている｡ 飯田６)は､ ひきこもりの青
年たちを対象として､ その背景にある逃避とい
う病理を検討する中で､ 逃避とは､ 今ある環境
や与えられた役割の否定､ 拒絶の表現としての
逃避を図った結果であり､ そこには危機的状況

を逃避という表現で警告する青年の姿がある､
と述べている｡ すなわち､ 逃避の背景には､ 本
人にとって危機的と捉えられるような出来事が
あり､ 一見不適当と捉えられるような行動であっ
ても､ 本人にとっては､ 重要な行動であること
が捉えられる｡
また､ 一般的に精神疾患をもつ人は､ ストレ

ス耐性が低く､ その対処方策の内容が単一であ
るといわれている｡ そのため､ 柔軟性をもつこ
とができないままに､ 特定の対処方策を用いる
ことが常習化しやすく､ 逃避という対処を選択
した場合､ 逃避本来の目的が十分に果たされな
いままに､ 問題が複雑化しやすいことが挙げら
れる｡ したがって､ 何らかの専門的なサポート
を要する状況になることが考えられ､ その状況
への看護師の介入は重要なかかわりとなるとい
えるだろう｡
これらのことから､ 逃避という概念は､ 現代

社会のメンタルヘルスや精神疾患をもつ人への
専門的なサポートを提供する際において､ 注目
すべき視点ではないかと考えた｡ しかし､ 先行
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本研究は､ 精神疾患をもつ人の逃避への看護介入について示唆を得るために､ 既存の文献を活用し､ 逃避の捉え､ お
よび精神疾患をもつ人の逃避に対する看護ケアを抽出し明らかにすることを目的とし文献的考察を行った｡ その結果､
｢逃避｣ は､ 誰もが日常的に用いる防衛・対処的な心身の反応および行動であり､ 心の安定を図り情緒的エネルギーを蓄
えるという目的をもつが､ 柔軟性を欠いて常習的に用いることで､ 社会的な不適応状態に陥る可能性があると捉えられ
た｡ また､ 看護ケアとして､ 【心を解きほぐす】【自尊感情を高める】【現状への気づきを促す】【振り返りを促す】
【心の揺れを考慮しかかわる】という５つが明らかとなった｡ 看護師は､ 患者の逃避により生じている社会的な不適応
状態や生活上の問題を認識し､ それら状態や問題を解消あるいは軽減することを目指して､ 患者に寄り添い､ 現在の患
者に必要とされる看護ケアを展開していることが示唆された｡
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研究においては､ 看護師や患者の対処方策の１
つとして逃避という現象を捉えるにしか至って
おらず､ 逃避に焦点を当て､ その介入を明らか
にした研究はほとんど見られなかった｡ そこで､
精神疾患をもつ人の逃避への看護介入について
示唆を得るために､ 既存の文献を活用し､ 逃避
の捉え､ および精神疾患をもつ人の逃避に対す
る看護ケアを抽出し明らかにすることを目的に
文献的考察を行った｡
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本研究は､ 国内の既存の一般書籍､ および事
例研究報告を活用し実施する｡ 文献に関しては､
一般書籍とともに､ 医学中央雑誌WEB版やCiNii､
CINAHL Completeにおいて､ ｢逃避｣ ｢回避｣ ｢否認｣
｢防衛 (機制・反応)｣ ｢対処 (行動)｣ ｢escape｣
｢coping｣ をキーワードとし､ 2003年～2013年
の文献を検索したものを使用した｡
逃避の捉えに関しては､ さまざまな視点から

逃避について検討を行うことで､ 逃避という概
念がどのように捉えられているかを検討した｡
また､ 精神疾患をもつ人の逃避に対する看護ケ
アに関しては､ 逃避に対する看護ケアが記され
た文献より､ 逃避に対する看護ケアとして捉え
られた記述を抽出し､ 共通性・類似性に基づき
カテゴリー化し検討した｡
また､ 本研究は既に発表された文献を用いて

研究を行うという特性から､ 分析に際し､ 著者
の意図を損なわないよう留意するなどの倫理的
配慮を行った｡
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１. 逃避の捉えについて
逃避について述べられた清書15冊６)～20)､ また､

文献検討から得られた論文の中で精神病理にお
ける逃避について記された論文１件21)を検討し
た結果､ 逃避は､ 人間の本能的な側面であり､
自己を守るための防衛的反応､ および行動の一
部として捉えられ､ 生物学や心理学､ 精神医学
の分野を中心に研究がなされてきたと考えられ

た｡ ここでは､ 本能､ 防衛機制､ ストレス・コー
ピング理論､ 危機理論､ および精神病理の５つ
の視点から逃避という概念について述べる｡
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Mcdougallは､ すべての行動に目的性を考え､
その遺伝的・生得的な動機づけが本能であると
して､ 逃走 (逃避)､ 闘争､ 拒否､ などを基本
本能として､ 12ないし18の本能を想定し､ 社会
的行動を説明する基礎とした｡ そして､ 本能を
多数の種類に分類し､ 逃走-恐怖､ 闘争-怒り､
というように､ それぞれに対応した感情がある
と考えた｡ 彼のいう本能的行動とは､ 単に反射
的行動を意味するものではなく､ 生得的に有す
る目標追求の心理＝身体傾向をさし､ そのよう
なものを認知すると特定の感情興奮を感じ､ そ
の対象に対し特定の様式で行動する､ と見なし
ていた22)｡
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笠原12)によると､ 防衛機制として一番基本的
な戦略として抑圧が働くが､ その抑圧だけでも
処理しきれぬ不安に対し発せられる次の戦略の
１つに逃避があり､ 逃避には＜空想への逃避＞
＜病気への逃避＞＜現実への逃避＞＜子ども時
代への逃避 (退行)＞がある､ と示されている｡
そして､ これら防衛機制がうまく働き､ 不安が
解消し処理している限りは､ 安定した日常生活
を送ることができるが､ 防衛機制が機能しなく
なると､ より大きな不安すなわち病的不安が生
じ､ それに対して更なる防衛を働かせることと
なることが示されていた｡
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Lazarus & Folkmanによる ｢ストレス､ コーピ
ングと適応に関する理論的枠組み｣ の中のコー
ピングには､ ストレスフルな状況に直接働きか
けて状況そのものを変えようとするのではなく､
不安や恐怖など苦痛を伴う感情を軽減するため
になされる ｢情動中心の対処｣ と､ ストレスフ
ルな状況を変化させるために直接ストレッサー

― 118 ―



に働きかけ､ 変化させようとする ｢問題中心の
対処｣ の主に２つの機能がある23)｡ このうち
｢情動中心の対処｣ についてLazarus14)は､ ｢この
対処法には回避､ 最小化､ 遠ざかる､ 注意をそ
らす､ 肯定的な退避､ 積極的な価値を見出すな
どというやり方が含まれる｣ と述べている｡
また､ Lazarusは対処要因として８つの要因

をあげているが､ その中の１つに ｢逃避－回避｣
がある｡ これは､ ｢問題や状況から逃げ出す､
他人のせいにする｣ ことである｡ また､ 適応に
至るためにストレスフルな状況下でとられる対
処は１種類とは限らず､ 利用可能なものは組み
合わせて使用されるため､ 状況に合わせて対処
を使い分けていくことが重要となる23)ことが示
されていた｡
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危機理論の概念を踏まえ､ その構造やプロセ
スを模式的に示した危機モデルには､ 多くのモ
デルが提唱されているが､ 代表的なものとして､
Finkのモデルがある｡ これは､ ショック性危機
に陥った中途障害者の障害受容過程を示したモ
デルであり､ 重大な出来事に対する経時的な心
理変化を４つの段階で示している｡ その中にあ
る ｢防御的退行｣ の段階では､ 危機をもたらし
た驚異的出来事に直面するには耐えられず､ 情
緒的な安定を図り自分を守るために､ 現実逃避､
否認､ 願望的思考などの多様な防衛機制が用い
られる｡ 一見不適応にも思える患者の言動は､
自我の崩壊を食い止め､ 情緒的エネルギーを蓄
えるための対処であり､ この段階は１つの通過
点に過ぎず､ 次の段階に至るための情緒的エネ
ルギーが十分に蓄積されるよう温かく見守るこ
とが次の段階へのステップとなる19)ことが示さ
れていた｡
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文献検討より､ 逃避は､ さまざまな精神疾患
に関連していることが捉えられた｡ 特に､ 神経
症､ うつ病､ 依存症および嗜癖行動について関
連が深いと捉えられた｡ ここでは特に依存症お
よび嗜癖行動における逃避について以下に概観

する｡
現代社会は､ 依存症や嗜癖行動が増加してい

ると言われている｡ これは､ ストレス社会であ
ること､ および現代の特質である ｢各個人が孤
立しがち｣ な傾向において､ ストレスの発散方
法が自己完結型になっているために､ その手段
が少なくなってきていることが大いに関係して
いる10)｡ 星野10)は依存症の心理について､ イン
ターネットやアルコール､ 買い物にしても､ やっ
ている間は､ ストレスとなる原因を忘れること
ができる､ すなわち自分の本当の問題に向き合
わないですむので､ 問題から逃げ続けるために､
わざと止めずにいる心理がある､ と述べている｡
そして､ そうしている間は ｢自己認知｣ ができ
ないことに加え､ 現代人は ｢直面化｣ を怖がる
傾向があることにも言及している｡
また､ 物質使用障害に関する先行研究におい

てWard21)は､ 双極性障害と併存する物質使用障
害をもつ人に対して､ それら疾患を抱え生きて
いく体験を明らかにすることを目的に､ 現象論
的記述研究を行った結果､ ６つのテーマを導き
出した｡ その中の１つに ｢Trying to escape｣
がある｡ これは､ 現実生活の課題に負担を感じ､
心配事や懸念から逃避しようとすることであり､
その方法として､ 薬物使用やアルコール飲用が
あった｡ 彼らは､ それら物質を使用することで
精神症状が軽減すること､ 過去の苦痛な経験や
現実生活の課題をごまかすことに繋がったと語っ
ていた｡ また､ 薬物等は､ さまざまな課題や問
題に向き合うことから逃避する方法となってい
た｡ しかし､ 結果的には衝動性や気分の波といっ
た精神症状を悪化させ､ 生活をより複雑化させ
ることになる ｢依存｣ をもたらすことに繋がっ
ていた一方で､ 彼らが抱く不安や悲しみ等といっ
た双極性障害に伴う苦痛から切り離す方法にも
なっていたことが明らかにされていた｡

以上のことより､ 逃避とは､ 不快な感情を引
き起こす状況や環境から抜け出すための自己防
衛の総体および包括的な概念であると捉えられ
た｡ そして､ 意識的・無意識的に誰もが日常的
に用いる防衛・対処的な心身の反応および行動
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であり､ 逃避という手段を用いて､ 不快な情動
を引き起こす状況から逃げ出すことで､ 心の安
定を図り情緒的エネルギーを蓄えるという目的
をもつが､ 柔軟性を欠いて常習的に用いること
で､ 社会的な不適応状態に陥る可能性があると
捉えられた｡

２. 逃避に対する看護ケアについて
文献検討の結果､ 精神看護領域だけでなく看

護の他領域においても､ 逃避そのものに着目し
焦点を当て､ 研究的な視点で､ その看護につい
て明らかにした文献は､ ほとんど見いだされな
かった｡ そこで､ 文面において精神疾患をもつ
人の逃避に対する看護ケアが記されていると捉
えられた事例研究報告６件24)～29)をもとに検討し
た｡
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６件の事例研究報告において､ 対象となって
いた疾患は､ アルコール依存症２文献､ うつ病
２文献､ 人格障害２文献であった｡ それぞれが
病棟における看護の事例であり､ 最終的には退
院や安定した地域生活を目指したかかわりへと
繋がる研究報告であった｡
看護師は､ 入院患者の逃避という現象を､ 現

実にある問題と向き合えないままに､ その現状

から逃げている状態として捉えていた｡ そして､
その結果､ 退院の継続を希望したり､ 退院や現
実と向き合うことへの抵抗として､ 症状の遷延､
時には逸脱行動や身体化となって表面化され症
状の悪化を呈していると考え､ それらを逃避か
ら生じる生活上の問題として捉え､ 困難さを感
じつつも､ より良い看護ケアの提供を目指して
いた｡
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先述した６件の事例研究報告において分析検
討した結果､ 逃避に対する看護ケアは､ 【心を
解きほぐす】【自尊感情を高める】【現状への
気づきを促す】【振り返りを促す】【心の揺れ
を考慮しかかわる】の５つに分類された｡ 以下､
それぞれの看護ケアについて説明する｡
(１) 心を解きほぐす
【心を解きほぐす】とは､ 自分自身の殻に閉

じこもった患者との関係を構築し､ 頑なな心を
解きほぐしていくためのケアであり､ ①楽しい
時間を共有する､ ②ありのままの患者を受けと
める､ という２つのサブカテゴリーが抽出され
た｡ たとえば､ 松尾28)らの事例研究報告では､
患者が繰り返す問題行動を問題として捉え否定
的態度で接するのではなく､ その体験には患者
の苦しみが存在することを捉え､ ありのままの
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患者を受容的態度で受けとめながら､ 患者との
関係性を築き､ 心を解きほぐしていることがう
かがえた｡
(２) 自尊感情を高める
【自尊感情を高める】とは､ 低下した患者の

自尊心を高めるためのケアであり､ ①肯定的評
価を返す､ ②変化を示す､ ③自分で考え行動す
ることを伝える､ という３つのサブカテゴリー
が抽出された｡ たとえば､ 駒井26)の事例研究報
告では､ 否定的な視点に捕らわれがちな患者の
視点を拡げることを目的に､ 前向きにプログラ
ムに取り組む患者を評価していることを伝えた
り､ これまでならば逃げてしまう状況で逃げず
に立ち止まることができた患者を賞賛するなど､
肯定的評価を返し自尊感情を高めるかかわりを
行っていることがうかがえた｡
(３) 現状への気づきを促す
【現状への気づきを促す】とは､ 患者に対し

て､ 現状と向き合うきっかけや､ 向き合うこと
から生じる不安や葛藤を軽減し､ さらに一歩を
踏み出す力を与えることを目的に現状への気づ
きを促すためのケアであり､ ①今のままでは何
も変わらないことを伝える､ ②今後の方向性を
示す､ という２つのサブカテゴリーが抽出され
た｡ たとえば､ 駒井26)の事例研究報告では､ 今
の状況で退院したとしても現状は何も変わらな
いという現実を､ 看護師があえて言葉にして伝
え､ 患者が現状にある問題への気づきを得るこ
とができるようなかかわりをしていることがう
かがえた｡
(４) 振り返りを促す
【振り返りを促す】とは､ 構築された関係性

を基盤に､ 患者から語られ始めた思いを受けと
め､ 逃避という状態から次の段階へと進むため
に､ 振り返り作業を共に行うことを試みるため
のケアであり､ ①内面を語る場を持つ､ ②言語
化を促す､ ③自己と向き合わせる､ ④現状に向
かい合う過程を共有する､ という４つのサブカ
テゴリーが抽出された｡ たとえば､ 山田29)の事
例研究報告では､ 個別に面談をする場を設け､
現実的な問題を返し､ 具体的にどう思っている
のかを投げかけ振り返りを促していることがう

かがえた｡
(５) 心の揺れを考慮しかかわる
【心の揺れを考慮しかかわる】とは､ 問題と

向き合う一歩を踏み出そうと思いながらも､ 向
き合うことを再び避けてしまう､ といったよう
に揺れ動く心を考慮し支えるためのケアであり､
①変化する感情を受け止める､ ②不安を傾聴す
る､ ③保証する､ ④入院・治療目的を明確にし
かかわる､ ⑤根気よくかかわる､ という５つの
サブカテゴリーが抽出された｡ たとえば､ 山
田29)の事例研究報告では､ 現状と向き合う中で
生じた患者の混乱した思いを理解し､ その混乱
した思いに共感・受容しかかわっていることが
うかがえた｡

��� �

１. 精神疾患をもつ人における逃避の特徴
一般的に精神疾患をもつ人は､ 情緒的問題や

社会的な経験の不足､ 精神症状の影響､ 発達上
の問題があることから､ 対人関係における問題
を抱えると共に､ 自尊感情の低下を経験してい
ることが多い｡ そして､ 不安や緊張､ 怒りや悲
しみ等の感情を持ちこたえることに心のエネル
ギーを消耗しがちであり､ 防衛機制による現実
認知の歪みやひきこもり等のストレス回避行動
によって孤立感や孤独感を抱え､ 不安や緊張が
ますます募り､ それら悪循環の中で､ より消耗
しやすい状態にある､ という特徴があることが
示されている30)｡ そのため､ もともとの自我の
脆弱性や周囲の支援の少なさ､ および対処技能
の低下等により､ 柔軟性をもって防衛的反応を
用いることができにくい状況にあると捉えられ
る｡ したがって､ 逃避という対処方策を取ると､
そこから脱し難くなりやすいという特徴がある
と考えられた｡

２. 精神疾患をもつ人の逃避への看護介入
逃避は､ 一般的に用いられる適応を目指した

対処方策および自己を守るための防衛反応であ
り､ それ自体は問題となることではない｡ 問題
となるのは､ それら対処方策や防衛反応が柔軟
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性を持たず､ 逃避という対処・防衛を続けるこ
とによって､ さまざまな環境への不適応状態を
起こし､ 生活への影響が生じることにあると考
える｡ 精神疾患をもつ人は､ そのような状況に
陥りやすく､ そういった問題状況に対して看護
師は何らかの介入を行っており､ そこには看護
師の患者の逃避への捉えと不適応状態を生じさ
せている逃避に対する看護ケアが存在すると捉
えられた｡ また､ 逃避に対する看護ケアに関し
て､ 看護師は､ 患者が本来の逃避の目的を達成
することや生じている社会的な不適応状態から
脱することを支え､ 適切な適応へと導くために
行われる看護ケアを提供していると考えられた｡
分析検討し明らかとなった看護ケアの中でも

特に､ 【心の揺れを考慮しかかわる】ことは､
逃避に対する看護ケアであるがゆえに必要であ
り重要なケアであると考えられた｡ すなわち､
逃避が防衛機制・対処方策の一つであり､ その
防衛を揺さぶることは患者にとって脅かされる
体験となる｡ たとえば､ 問題と向き合いたいと
思いながらも向き合うことを避けるというよう
に､ その心は揺れ動く｡ したがって､ そのよう
な患者の葛藤状態や心の揺れを考慮した看護ケ
アを実践することは重要である｡ また【心を解
きほぐす】と【自尊感情を高める】ケアは､ 患
者との関係性の構築の基盤となるケアであると
ともに､ 逃避の本来の目的である､ 心の安定を
図ることや情緒的エネルギーを貯めることを促

すことに繋がるケアであると考えられた｡ そし
て､ 向き合うことを避けている問題や現状と向
き合うという逃避からの脱却を図るために【現
状への気づきを促す】ことや【振り返りを促す】
というケアを実践していることが示唆された｡
これらは､ 逃げてきていた問題への直面化に繋
がるものであり､ 現実検討を促す介入である｡
久保田31)は､ 直面化への介入に関して､ ｢患者自
身に準備が必要であり､ 他にもさまざま前提を
要する｣ ことを述べている｡ したがって､ 看護
師は､ それらを見極めた上で看護ケアを実践す
ることが重要であると考える｡
これらのことから､ 逃避への看護介入として

看護師は､ 逃避する患者を捉える中で､ 患者が
逃避することによって生じている社会的な不適
応状態や生活上の問題を認識し､ それら状態や
問題を解消あるいは軽減することを目指して､
患者に寄り添い､ 現在の患者に必要とされる看
護ケアを展開していることが示唆された｡ また､
先述したように､ 精神疾患をもつ人は､ 疾患に
かかわらず柔軟性を持って対処方策を活用する
ことが困難であり､ 逃避という対処を繰り返す
ことで社会的な不適応状態へと陥る可能性は高
い｡ 現象としての問題状況の背景にある ｢逃避｣
という概念を捉え看護ケアを提供することは､
患者の深い理解と患者の状態に応じた適切な看
護ケアの選択を可能にすると考えられた｡
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本研究において得られた知見は､ これまでに
発表された文献において抽出した結果であり､
文献には記載されていない内容は含まれず､ そ
の文献も限定したものであるため､ 有用な知見
が埋もれている可能性もあり､ 抽出し分析した
内容には限界があると考える｡ また､ 逃避に焦
点を当ててなされた研究がほとんど見出されな
かったことからも､ 逃避への看護介入として意
識されないままに実践されている看護ケアが存
在すると考えられることから､ より介入内容を
質的に吟味することが可能であるインタビュー
調査などによって､ 結果を深めていく必要があ
ると考える｡
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